
子ども政策課 

 

 議案第１２号 

港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

 

  国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準」（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正を踏まえ、

港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年港区条例第２８号。以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  施設の見やすい場所への重要事項※の書面掲示の義務付けについて、利用者等の利

便性向上を図る観点から、インターネットによる情報の提供を追加で義務付けるな

どの改正が行われたことを踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

 ※重要事項とは、職員の勤務体制や利用者負担額など利用申込者の特定教育・保育

施設の選択に役立つものをいいます。 

 

２ 改正内容 

（１）重要事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することを義務

付けます。 

（２）書面の交付又は提出に代わって電磁的方法により提供する場合の記録媒体の種

類を指定しないこととします。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

令和６年２月２０日 資料№４ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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令和６年２月２０日　資料№４－２
保　健　福　祉　常　任 委 員 会
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